
設 計 審 査 審 査 課 長 補 佐 予 算 照 合 担 当 課 長 課 長

委 託 設 計 書 金　抜　き

事 業 年 度 令 和　　　　　７　　　　年　度 設　　　　計　　　　年　　　　月 令和　8　年　2　月

事 業 種 別 　　市　単　独　事　業

支 出 科 目 　　款　　　建設緑政費 項　　公園費 目　　公園緑地施設費 節　　事業実施委託料

履 行 場 所 富士通スタジアム川崎（川崎市川崎区富士見２丁目１−９）

委 託 名 富 士 通 ス タ ジ ア ム 川 崎 劣 化 調 査 等 業 務 委 託  工　　　事

工 期 日　間 令　和　　　8　　　年　　3　月　　　　　31　日　限　り

　　富士通スタジアム川崎劣化調査及び概算工事費の算出　　　　　　・・・・・・ 　　一式

川　崎　市　建　設　緑　政　局　　富　士　見　・　等　々　力　再　編　整　備　室　

設 計 説 明

　富士通スタジアム川崎において、劣化調査、配管調査を実施し、また、構造体の耐用年数の評価を受ける。

なお、これらの調査結果等を踏まえて、今後３０年間に想定される各年度の概算工事費を算出する。

委 託 概 要



百万 千 円

費     目 工　　　　種 単位

本委託費 全体調査 式 － －

式 － －

式 － －

配管調査 式 － －

式 － －

構造体調査 式 － －

式 － －

概算工事費の算出 式 － －

打ち合わせ 式 － －

補修業務費計 －

式 － －

本委託費計 －

現行の建築基準法に対する
既存不適箇所の整理

1.0 ― 諸経費含む　見積

劣化調査 1.0 ― 諸経費含む　見積

考察 1.0 ― 諸経費含む　見積

委　託　費　内　訳　表

種　　別 細　　別 数　　量 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　要

台帳作成 1.0 ― 諸経費含む　見積

不具合調査 1.0 ― 諸経費含む　見積

劣化調査 1.0 ― 諸経費含む　見積

考察 1.0 ― 諸経費含む　見積

1.0 ― 諸経費含む　見積

打ち合わせ ３回程度 1.0 ― 諸経費含む　見積

消費税相当額 1.0 ― 10%



富士通スタジアム川崎劣化調査等業務委託

登録単価

名　　　　称 単位 摘　　　　要

台帳作成 式 - 諸経費含む　見積

不具合調査 式 - 諸経費含む　見積

現行の建築基準法に対する既存不適箇所の整理 式 - 諸経費含む　見積

劣化調査（配管） 式 - 諸経費含む　見積

考察（配管） 式 - 諸経費含む　見積

劣化調査（構造体） 式 - 諸経費含む　見積

考察（構造体） 式 - 諸経費含む　見積

概算工事費の算出 式 - 諸経費含む　見積

打合せ 式 - 諸経費含む　見積

規格 単　　価

2,406,000

2,529,000

2,049,000

1,136,000

1,060,000

1,497,000

1,969,000

4,006,000

３回程度 900,500



仕様書 
１ 業務件名 
  富士通スタジアム川崎劣化調査等業務委託 
 
２ 履行期間 
  契約日から令和８年３月３１日まで 
  ただし、次の通り各業務に期限を定める。 
 ※本業務は契約締結後の工期を変更（令和８年９月３０日限り）することがあります。 
  この場合、工期の変更には川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決（令和

８年３月頃）を要します。 
 
３ 委託内容 
  富士通スタジアム川崎において、劣化調査、配管調査を実施し、また、構造体の耐用

年数の評価を受ける。なお、これらの調査結果等を踏まえて、今後３０年間に想定さ
れる各年度の概算工事費を算出する。 

 
(1)  全体調査 

建物の劣化調査及び既存不適格箇所の整理を行う。 
ア 台帳作成 

    図面、現地確認及び調査等により、建築・電気・機械毎の部位別台帳及び概算工 
事費と合わせた完了報告書を作成する。台帳項目は品名、形式、メーカー、製造 
年、数量等とし、調査対象部位及び機器は「建築物のライフサイクルコスト」を 
参考とし、監督員等と協議のうえ決定すること。 

(ｱ) 建築物対象部位 
屋根、外壁、内壁、建具、天井、床、その他必要な部位 

(ｲ) 電気設備対象機器 
照明器具、分電盤（電灯・動力）、制御盤、受変電機器、直流電流装置、交流無
停電電源装置、自家発電装置、太陽光発電設備、電話設備、時計設備、拡声設
備（業務放送増幅器、スピーカー）、非常放送設備、自動火災報知設備、中央監
視制御設備（電気）、避雷設備、その他必要な部位 

(ｳ) 機械設備対象機器 
熱源機器等、空調関連機器等、タンク及びヘッダー、給排水衛生機器等、中央
監視制御設備（空調）、自動制御機器、消化設備等、昇降機設備、その他必要な
部位 

 
 



イ 不具合調査 
    目視、点検報告書、ヒアリング等により台帳項目の不具合調査を行う。問題な

し、中度劣化、重度劣化といった状態評価に併せて、耐用年数についても確認
し、５段階程度で評価したうえで、その不具合状況等のコメントを記載するこ
と。 

ウ 現行の建築基準法に対する既存不適格箇所の整理 
    既存不適格と考えられる箇所一覧を、写真、図面等で示し、それぞれの箇所にお 

いて対象となる条文箇所、既存不適格となる理由等も整理すること。 
 

(2)  配管調査 
建物内の汚水配管等の劣化調査を行う。 

ア 劣化調査 
    建物内の配管について内視鏡検査を行う。調査個所については雨水管、汚水管、

雑排水管それぞれ３か所とし、監督員と協議のうえ決定すること。 
  イ 考察 
    劣化調査から考えられる各施設の最適な改修手法（配管更新、配管洗浄、配管更

生工法）を示すこと。 
 

(3)  構造体調査 
ア 劣化調査 

対象施設において躯体の構造体調査を行う。コンクリートの調査方法はシュミッ
トハンマー試験、超音波探傷試験、打診調査、目視等の非破壊検査で行う。 

    調査個所及び調査範囲は着工前に監督員と協議し決定することとする。 
  イ 考察 

劣化調査から考えられる各施設の最適な改修手法（充填工法等）を示すこと。 
 

(4) 概算工事費の算出 
ア 上記(1)から(3)までの結果を踏まえて、今後 30 年で想定される、各年度の概算工

事費用を算出する。なお、実情を踏まえた概算工事費とするために、採用単価や
算出方法は監督員と協議の上で決定し、算出根拠資料も成果品として提出するこ
と。 

  イ 屋根・外壁・電気設備・機械設備について、改修工事費の概算算出を行う。な
お、改修工事の方法は一般的な改修方法によるものとする 

 
(5) 打合せ 

本業務に係る打合せ協議は、下記を標準として実施する。中間打合せの日程は、監



督員との協議によるものとするが、進捗状況報告等の確認は適宜行う。また、打合
せ後にはその都度委託打合せ書を作成すること。追加の打合せが必要になった場合
は、その実施や内容の変更に伴う変更契約について監督員と協議し決定すること。 

ア 業務着手時 
イ 中間打合せ１回 
ウ 成果物納入時 

 
(6) 業務進行 

  ア 作業時間、日数等を事前に提出し、監督員等及び施設職員と協議のうえ作業日を
決定し、監督員に共有をすること。作業方法や手法についても事前に監督員と共
有し、作業による音・振動・臭気等により施設利用に影響が出ないよう作業日を
決定し、最新の注意を払いながら作業を行うこと。 

  イ 業務実施体制 
    監理技術者は建築士法（昭和２５年 法律２０２号）による一級建築士とする。 
  ウ 資料（図面等）の付与及び返却 
   (ｱ) 図面リスト・建築概要書等 
   (ｲ) 保守点検報告書 
      ※付与資料は現存の資料を対象とする。付与資料が不足している場合、監督員

等と協議のうえ現場調査及び現場でのヒアリングに基づいて調査・診断を行うも
のとする。また、資料借用時には「借用書」を監督員等または施設管理者へ提出
するものとし、業務終了後は速やかに返却すること。なお、当該業務以外に使用
することを厳禁とする。 

エ 再委託 
   (ｱ) 再委託の相手方による再委託に係る業務の履行により本市に損害を与えたとき

は、本市に対する賠償の責を負うこと。 
   (ｲ) 契約目的物について、再委託の相手方による再委託に係る業務の履行に係る部

分に瑕疵があったときは受注者が契約の規定による瑕疵担保責任を負うこと。 
   (ｳ) 再委託にあたって、受注者は再委託の相手方に対する対価の支払い等について

適正に扱いを行うこと。 
   (ｴ) 再委託の相手方が、全(ｱ)〜(ｳ)のいずれかに違反したときは、再委託方に関す

る承諾を取り消すものとする。 
   (ｵ) この場合において、受注者に損害が発生したときは、本市は一切の賠償の責を

負わない。 
  オ 業務カルテの登録  
    委託業務完了後に TECRIS（テクリス）への登録を行うこと。 
   



カ 書式 
(ｱ) 業務計画書 

     工程、調査範囲、調査方法が認識できるようバーチャートや写真、図面、施工
事例を用いた内容とする 

   (ｲ) 報告書 
     部位別台帳、配管及び構造体の劣化調査結果及び考察、概算工事費の算出をま

とめ、目次、総括を追記する。各部位調査写真及び調査中写真を用いて作業内
容や作業時間等を記載すること。 

 
４ 提出書類 
  下記表に示す書類を各１部に提出すること。その他についても必要に応じて提出す 

ること。 
 

提出時期 書類名称 備考 

着手時 

着手届  
現場代理人・技術者届  

技術者経歴書  
作業員届  
組織表 体制・役割分担を記載 

業務計画書  
業務日程表  

履行中 
委託打合せ簿  

その他 履行期間延期申請書等 

完了時 
報告書 原則、電子データでの提出 

委託引渡書  
※施設管理者又は官公庁への提出書類が必要な場合は作成・提出を行うこと。 
※業務終了後、速やかに委託業務完了届、完成図書等を監督員に提出し、検査を受ける

こと。 
※完成図書については、調査結果、打ち合わせ摘録等、監督員等と協議のうえ決定する

こと。 
 ※完成図書やバックデータの電子データを CD 等で提出すること。 
 ※電子納品ガイドライン（建築編・建築設備編）に基づく、電子納品対象業務とする。 
 
 
 
 



５ 安全管理 
 
 (1) 業務の実施にあたっては、作業従事者に安全教育の周知徹底を図るものとする。ま

た、危険を伴う作業も想定されるため、必要十分な保護具、防具及び予防措置を講
じて災害等が発生しないよう留意するとともに、万一災害等が発生した場合は、受
注者の負担において処置すること。 

 (2) 業務に関わる整備・試験等の実施にあたっては、履行場所及び構外の他施設に影響
を及ぼさないよう十分注意するとともに、人体、機器等に害を及ぼさないよう必要
に応じて安全対策を講じること。また、履行場所構内外で作業する業者間の作業調
整及び整合に留意し、安全作業に努めること。 

 (3) 高所作業にあたっては、作業床を配置する、安全帯を使用するなどの墜落防止措置
を講じること。脚立等不安定な昇降用具を使用した作業は行わないこと。 

 (4) その他、必要に応じて、諸官庁の指示に従い安全管理を徹底すること。 
 
６ 関係法令の遵守 
  本業務に関係のある法令、条例及び規程等は、よくこれを遵守し、諸法令への適用は

受注者の負担と責任において行わなければならない。 
 
７ その他  
 
 (1) 本委託に必要な資材・機材及び消耗品は、受注者において準備するものとする。 
 (2) 受注者は、本委託を実施するにあたり発注者の保有する施設、設備等を使用する必

要がある場合、予め発注者と協議の上、無償で使用することができるものとする。 
(3) その他、業務に関して疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議を行い、指示に

従うこと。 
 (4) 受注者は、本業務遂行中に知り得た情報を川崎市の許可なしに、他の目的に利用し

てはならない。 
 (5) 現地作業の際は、事前に指定管理者と日程調整を行い、監督員とも共有すること。 
 (6) 現地作業の際は、監督員及び指定管理者と廃棄等の対象物及び一般利用者との動線

を確認しながら作業にあたること。 
 (7) 発注者との協議の結果、数量等に変更が生じた場合は設計変更を行うものとする。 

(8) 受託者及び作成者は、本業務において作成された成果物に関する一切の著作権（著作
権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。）を、当該成果物の引き渡し時に委託者に無
償で譲渡する。 

 (9) その他の取扱いについては、川崎市委託契約約款による。 
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南スタンド図面リスト
衛生設備





北スタンド図面リスト
衛生設備





南スタンド図面リスト
電気設備









北スタンド図面リスト
電気設備









南スタンド図面リスト
昇降機





北スタンド図面リスト
昇降機







 
 

 

 

入札に参加される皆様へ（お知らせ） 
 

本入札用設計書には、「登録単価」及び「【参考資料】積算入力データリス

ト」を添付しています。 

「登録単価」は、市で公表していない単価や物価資料に掲載のない単価等

を明示しています。（添付していない場合もあります。） 

「【参考資料】積算入力データリスト」は、工事設計書の設計内容を明確

にするため、積算システムに入力した積算情報を参考として掲載したもので

あります。 

また、摘要欄に記載されているシステム記号等については、システム構成

上、標準的なものを表示しています。 


